
福祉有償運送　更新登録申請団体要件確認表

№ 変更

2

3

普通車両 福祉車両 計 普通車両 福祉車両 計

所有車両 0 2 2 所有車両 0 2 2

持込車両 1 0 1 持込車両 1 0 1

計 1 2 3 計 1 2 3

使用権原

普通免許 二種免許 計 普通免許 二種免許 計

13 2 15 11 3 14

講習等

6 ○

対象 ○

形態

自動車保険

乗降介助
時等保険

9 その他 【運送の実績等】　過去3年間の実績については別紙のとおり。

旅客から収受する対価

【基本運賃と料金】〈時間制運賃〉（乗車～降車）
・初乗り30分1,400円、以後15分ごとに700円
・介助料　15分単位350円
【実乗車80㎞以上、片道のみの運行の場合に限り適用する運賃と料金】〈距離制運賃〉
・1㎞ごとに150円
・迎車料金　300円
・介助料　15分単位350円

持込車両については、運送主体と自家用自動車の提供者が使用に係る契約を締結しているため、使用権限
は運送主体が有している。

賠償責任保険に加入している。

全車両とも、要件である対人：無制限、対物：200万以上の自動車保険に加入している。

「運行管理の体制等を記載した書類」のとおり

（態様の種類）
イ．身体障害者（３名）　ロ．要介護認定者（　名）　ハ．要支援認定者（　名）
二．その他（知的障害者　1名、精神障害　　名、その他の障害　　名）
登録会員数　　４名

運送の発地または着地のいずれかが練馬区内にある。

5 運転者

運転者

上記運転者は、
①免許が有効である。
②過去２年以内に免許停止処分がない。
③道路運送法施行規則第５１条の１６第１項第１号および同第３項第２号に規定する講習を受講している。

輸送の安全及び旅
客の利便の確保

「運行管理の体制等を記載した書類」のとおり

7

8

全車両とも、要件である対人：無制限、対物：200万以上の自動車保険に加入している。

賠償責任保険に加入している。

運送対象

（態様の種類）
イ．身体障害者（３名）　ロ．要介護認定者（１名）　ハ．要支援認定者（　名）
二．その他（知的障害者　　名、精神障害　　名、その他の障害　　名）
登録会員数　　４名

運送の発地または着地のいずれかが練馬区内にある。

損害賠
償措置

（名称）　　 特定非営利活動法人　移動サポートひらけごま
（所在地）　西東京市泉町３－１２－２５　パスレル保谷２階
（代表者）　理事長　紺野　美子

4 使用車両

使用車両

持込車両については、運送主体と自家用自動車の提供者が使用に係る契約を締結しているため、使用権限
は運送主体が有している。

1

事務所
（名称）　　 特定非営利活動法人　移動サポートひらけごま
（所在地）　西東京市泉町３－１２－２５　パスレル保谷２階

法令順守 様式第2号　「宣誓書」のとおり

（名称）　　 特定非営利活動法人　移動サポートひらけごま
（所在地）　西東京市泉町３－１２－２５　パスレル保谷２階

上記運転者は、
①免許が有効である。
②過去２年以内に免許停止処分がない。
③道路運送法施行規則第５１条の１６第１項第１号および同第３項第２号に規定する講習を受講している。

項目 申請内容

運送主体
（名称）　　 特定非営利活動法人　移動サポートひらけごま
（所在地）　西東京市泉町３－１２－２５　パスレル保谷２階
（代表者）　理事長　紺野　美子

○

様式第2号　「宣誓書」のとおり

【基本運賃と料金】〈時間制運賃〉（乗車～降車）
・初乗り30分1,400円、以後15分ごとに700円
・介助料　15分単位350円
【実乗車80㎞以上、片道のみの運行の場合に限り適用する運賃と料金】〈距離制運賃〉
・1㎞ごとに150円
・迎車料金　300円
・介助料　15分単位350円

前回申請時（平成23年3月）内容

資
料

２
 

 


